
第2章

困難つづきの阪学校

ー一乗り切った存亡の危機



他府県からの人材吸収 ・ ・ · · · · · · · · • · · · • · · · · · · · · · • · · · ·.49

正則医学と通則医学...........................・・· · -50 

新築祝し ヽをまえに予算の否決· · · · · · • · · · · • • · · • · · · • · · · -52

日本語による医学教育・ ・ ・ ・・・・・ ・ ・・・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ·.54

やっと卒業生が無試験開業に· · · · · · • · · · • · · · · • · · · • · · ·.57

軌道にのる医学教育· · · · · · · · · · · • • · · • · · · • · · · • · · · · · · ·.59

乗り切った医学校整理・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ •62

まがりかどの1889年（明治22年）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．· • 64

東奔西走の猪子校長 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・· · • · · · · · · · · · • · · · · · • · · · -66 

京都人と学用患者 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・. ·68

卒後研修手当の限界 ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・・・・・・・・・・・ ・ · • 70

患者の食事を自弁に？．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．· • 72

産婆と看病婦 ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・・· · · · · · · · · · · • · · · · · · · • • · · • · · · ·.73

京都帝国大学成立の波紋 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ·.75

入院は府立， 外来は京大 ・ ・・・ ・ ・・・・・・・・・ ・ ・・・・ ・ ・・・ ・ ・・ ·.77

ようやく公費海外留学の計画 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・•· · · · · -80

前途にほのかな光が ・ •..．．．．．．．．．．．．.．．．．．．．．．．．．．· • 82 

療病院・医学校の存在理由 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・・・・・・・・· • • 84 



49 

他府県からの人材吸収

いままでみてきたように， 療病院における医学教育はあくまで病院が主体だった。 生徒の

身分も療病院主体だった。 Scheubeがいかに教育熱心だとて， 純粋の講義は1日に2時間

しかない。 あとは， すべて， 患者を診療しながらの教育だった。 療病院主体のもとではあっ

ても， 早急に組織的な医学教育の体制をととのえる必要があった。

こうして， 1879年（明治12年） 4月16日， 療病院内に， あらたに， 医学予科校および医学校

を設置することになった。 5月14日には， 1875年（明治8 年）9月から管学事の地位にあった

萩原三圭(1789~1884)が医学校長に発令された。 そして， 河原町広小路で新築中の校舎が完

成したので， 9月にはまず医学校が現在地に移転した。

萩原はもと土佐藩医で， 大坂の緒方洪庵の塾に学んだのち， 長崎に留学し， Bauduinゃ

Mansveltから教えをうけた。1868年（座応4 年8月）， 土佐藩留学生としてヨーロッ パにむ

かって出発， バ リに3カ月ほどとどまったのち， ベルリンに赴いた。 日本人でベルリソには

いったざいしょの留学生である。 1869年（明治2 年）， あらためて政府の官費留学生に切りか

えられ， ペルリン大学で医学の修得につとめた。

ところで， 1873年（明治6 年）， 文部理事官田中不二麿， 随行員長与専斉がはるばるペルリ

ソにでかけた。 すでに， Muller, Hoffmannの2名のドイツ人医師が東京で教育， 診療に

あたっていた。 しかし， それだけでは， 東京大学の陣容としては不十分だった。 どうしても

生理・解剖学の教授がほしかった。 教授さがしに赴いたわけである。

白羽の矢をたてられたWilhelmDonitzは， なかなか東京行きを承知しなかった。 長与

は萩原にDonitzといっしょに帰国し， 何くれと面倒をみてやってほしいと要請した。 結局，

Donitzが譲歩したので， 萩原はただちに帰国した。 したがって， 萩原は， 本来なら東京大

学の教授になるべき人物だった。 事実， 1874年（明治7 年）12月， 東京大学の前身東京医学校

の教授に任命されもした。

ところが， ある事情から， 萩原は辞職しなければならなくなった。 Junkerの横暴にこり

はて， 療病院の立てなおしに苦慮していた半井澄らが， これほどの人物をほっておくはずは

ない。 ちょっとした運命の狂いが， 萩原に療病院管学事， ついで療病院医学校長のコースを

とらせたことになる。

それにしても， 何とも不思隊な現象でなかろうか。 療病院の創設から発展にたずさわった

首脳部は， ほとんど他府県出身だった。 療病院の前身種朕館の医員惣長で，Junkerの招ヘ

いにひと役かった前田松閣は越前武生藩医， 療病院長半井澄も同じく越前藩医だった。 そこ
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に，もと土佐藩医の萩原三圭が医学校長に任命されたのである。お

まけに，京都府の実力者で，のち知事になった槙村正直は長州藩士

だった。 療病院関係の首脳部での京都人は， 療病院掛として， 市

中医師を仔励した明石博高ただひとりである。 明石の努力がなけ

れば， 旅病院は誕生しなかったかもしれないが，

身者が療病院関係の首脳を占めたのは，

これほど他県出

一体どうしてであろうか。

考えられるのは， はじめに述べたように， 稲末の京都が孤立し

た聖城都市だったことである。 Siebold 時代なら， 京都の医師が

長崎に留学することも不可能ではなかった。 幕末には， それどこ
萩原三圭 ろでなくなった。 このことが京都の市中医師の熱心な相互研修に

もかかわらず， 他県出身の優秀な医師との技術格差を産みだす遠因になったのかもしれない。

けれども， 京都人は別に悲しむにはあたらない。 萩原は， 1881年（明治14年） 9月， 辞職し

ー て東京に去ったが， 他のふたりはそうでなかった。 前田は数十年間にわたり京都で開業した。

半井は， 1886年（明治19年） 6月に退職してからは， 京都で東山病院を経営するかたわら， 京

都医会（のちの京都府医師会）の創設•発展に尽力した。 京都人に同化されてしまったことに

なる。

要するに， 京都の土地柄は， 他府県からの人材吸収について， 不思厳な能力をそなえてい

るのでなかろうか。 現在の京都府立医科大学をみても， その感をふかくする。 京都人の全学

生に占める割合はいたってすくない。 しかし， 京都人でない学生は， 卒業後みなどこかに行

ってしまうのでない。 むしろ， 京都にいすわり， いろいろ
医
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ところで， 組織的な医学教育は， 医学校長が決まれば，

ことがすむのでない。 河原町広小路への移転に先だつ1879
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年（明治12年） 8月20日， 医学校通則をさだめ， 面目を一新

して生徒を入学させることにした。 もはや，

生徒でなく， 医学校生徒になった。

生徒は療病院

修業年限は医学校， 医学予科校ともに， 4 年ずつだった。
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どちらも， 1 年が 2 期にわかれ， 全コースはそれぞれ 8 期だった。 なお， 医学校には正則医

学と通則医学の 2 つのコースが用意された。 正則医学は洋書を教科書に Scheube の購義を

うけるが， 通則医学の教育は日本人職員により日本語でおこなわれた。 そのほかには，

医学の授業料がやすいぐらいで， 学科目は正則も通則も同じだった。

通則

こんな奇妙なことがまかりとおったのは， 医学校を卒業しても， 開業するには， あらため

て医師試験に合格しなければならなかったからである。 1879年（明治12年）の医師試験規則に

よると， 試験を免除されるのは， 「日本官立大学拉二欧米諸国ノ大学校二於テ医学卒業証書

ヲ得クル者」にかぎられた。 したがって， 試験めあての予備校まがいの医学校が， 当時， 各

地にいくつもみられた。 京都にもそうした種類の医学校（たとえば私立汎愛医学校）が存在し

ていた。 療病院医学校が程度のひくい通則コースを設けた理由のひとつは， ほかに生徒をと

られたくないとの配慮からでなかろうか。

その証拠のような気がする。

医学校出発当初の生徒数が 正則26名，

（いずれも第 3 期生）なのも，

通則22名

いずれにしても， 医学校出発段階になっても， 学科内容はたいしたものでなかった。 開業

試験の科目となると， もっとひどい。 1879年（明治12年）の場合， 物理学， 化学， 解剖学， 病

理学， 薬物学， 内科学， 外科学の8科目にすぎなかった。

にもかかわらず， 政府が医術開業試験制度をとり， 試験科目をヨーロッ パ 系のものに限定

したことにたいする反撥は， なお， よわまらなかった。 漠方医にとっての頭痛のたねは， 本

人は開業をゆるされていても， 息子は， ヨ ー ロッ パ医学による開業試験に合格しないかぎり，

親のあとをつげないことだった。 陰に陽に政府や宮中に働きかけた。

なかでも， 漢方医にとっての朗報は， 浅田宗伯が

1879年（明治12年）宮中にはいり， 柳原典侍がのちの

大正天皇を無事に出産する手助けをしたことだった。

浅田の前任の侍医は Muller で，柳原典侍は Muller

の診察をうけながら5回も流産をくり返した。 宮中

からの是非漢方医をとの希望で侍医になった浅田は，

はからずも皇太子出産を成功させたことになる。 意

気のあがった漢方医の要求を， 明治政府はむげに拒

否できなくなった。 1882年（明治15年）には， 1回か

ぎりの条件つきで， 漢方医の助手として働いている

25歳以上の子弟に， 無試験開業をみとめるところま

で譲歩した。

そうした状努のなかで， 療病院はとにもかくにも，
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京都におけるヨ ー ロッ パ医学の中心として機能していた。 漠方開業医のための購習会もつづ

けられた。 医学校が正則・通則の 2コースを設置したのも， 漢方医存続の声がなお小さくは

ない時点で， あたらしい方向を模索していたことになる。

新築祝いをまえに予算の否決

さきにみたように， 療病院は府立病院というより府民病院だった。 月給400~500円もの外

人教師の給料も， 病院基金や病院収入によってまかなわれた。 けれども， 河原町広小路での

新築工事がすすみ， 医学校および医学予科校併設となると， いままでどおりの体制でやって

いくのは無理になった。

もちろん， 粟田口療病院のときと同じく， 府民の協力を期待することはできた。 それにし

ても， 自発的な献金や労力奉仕には限度がある。 内装や設備をこめると， 総費用は12万円を

越した。 1875年（明治 8年）4月の地ならし工事以来完工までに6 年以上もかかったのは， 技

術的なことよりも， むしろ， 経済的理由からでなかろうか。 偶然なことに， 1879年（明治12

年）度の療病院予算がわかっているが， 歳入と支出の差はせいぜい 1 万 3 千円ていどにすぎ

ない。 いろいろなものをあわせても， 年間 2 万円の工事費をつぎこむのは， おそらく無理だ

ったろう。 なお， 京都府からは， 1879年（明治12年） 6月28日， 遠幸延期とひきかえに交付さ

れていた産業基金の利子 1 万 5 千円が， 大諧堂建設のために支出された。

こうなると，府費の経常的くりいれ以外に方法がない。ところが，1879年（明治12年）といえば，

京都府会のはじまった年である。 産業基金の利子の割当ぐらいなら知事の専決処分でよかっ

たが， 地方税の支出ともなれば， そうはいかない。 あらかじめ府会の議決を経る必要があった。

1879年（明治12年）度療病院予算
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とつとして予科医学校費が提出された。 医

学校については療病院が責任をもつが， 予
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科医学校の面倒まではみることができない

との理由だった。 何しろ100 年近くもむか

しのことである。 選出された府会議員にし

ても， 議事進行のすすめかたがよくわから

ない。 ずい分珍妙な譲論が展開された。 授

業料をふやせとか， 府下の医師に半額を負

（山崎文書） 担させよ， との声もあった。 結局， この予
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算をみとめてくれなければ，療病院を育ててきた折角の努力が水のあわになるとの理事者の

説得が効を奏して， 4 月12日，無修正，全員一致で，原案（前半年4,743円70銭 1 厘，後半年

2,020 円84銭 6 厘）が承認された（前半年が多いのは，建築と備品購入のため）。

厄介だったのは，翌1880年（明治13年）の府会である。当時の会計年度は 7 月にはじまり，

翌年 6 月におわるさだめだった (1886年・明治19年から，現在のように， 4 月から翌年 3 月

までの会計年度にあらためられた）。 7 月の新築移転をまえに， 医学教育の充実をはかるの

が府当局の目標だったが，第1回府会のようにはいかなかった。こんどは，医学予科学校諸

費の名目でまず議案がだされたが，もっともひっかかったのは，中学校からひきついだ， ド

イツ語教師 Rudolf Lehmann の給料のことだった。原案は年俸3,300 円だったが，知事が

独断で契約を更新したことが問題になった。医学校で Scheube の購義をきくためには，ぁ

らかじめドイツ人からドイツ語を学ぶ必要性を説く声はあったが，多くの識員を納得させる

ところまでいかなかった。逆に，これからの医学教育は東京大学の卒業生に委ねるべきだ，

との発言さえあった。あれこれ議論の末，Lehmann の給料の部分が多数決で廃案になり，

予算は大はばに減額修正ざれた。

それにしても，医学予科学校の場合はまだよかった。京都府は，新築移転を契機に，医学

校にもあらたに府費をつけることにして，医学校喪を議案に追加した。医学予科学校費が減

額修正されたあとのことである。議場は大混乱におちいった。府会議員にすれば，だましう

ちにされたようなものである。はじめは療病院でまかなうつもりだったが，移転後は無理な

のがわかったとの理事者の説明も，しばらくは冷静にうけとめることができなかった。

混乱がおさまってからも，議事進行はたいへんだった。医学校費を否決すれば，医学予科

学校だけが残ることになる。あらためて医学予科学校諸喪をも審譲の対象にして両方とも廃

案にしようとするもの，医学校毀原案は減額修正された医学予科学校諸費よりもすくないの

で，そのままみとめてもよいのではないかと主張するもの，ー事不再理の原則をたてにとり，

医学校費のみの廃案を強調するもの，ざまざまな角度からの議論がむしかえされた。さいご

に，多数決で医学校役のみが廃案になった。療病院・医学校の新築移転を 9 日後にひかえた
7月9日のことである。

といっても，心配はいらない。いまとちがって，官選知事の権力は絶大だった。府会が廃

案にしても，知事が適当でないと判断すれば，内務卿にその旨上申して，指揮をうければよ

番号I I 原
第8号 塁認贄喪ノ内医学予科

1 11,166円000

第25号医 学校喪 4,090円000

案

決 議 増 減

6,566円000 減4,600円000

廃

案

減4,090円000

明治13年，京都府会決議録より
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かった。 槙村知事は早速手つづ

きをとった。 結局府会の議決は

実質的に無効となり， 医学校，

医学予科学校ともにことなきを

えた。

日本語による医学教育

1880年（明治13年） 7 月18 日，

待望の療病院・医学校の新築移

療病院卒業証書 転祝典がはなばなしくおこなわ

れた。 敷地6,949坪あまり， 3 諧堂（実験室をふくむ）， 29病室はじめ建坪1,372坪あまり， 当

時としては豪華なものだった。 折から， 明治天皇は京都に滞在中だった。 その結果， 祝典は

3つの手順ですすめられることなった。

まず， 午前 8 時伏見宮二品貞愛親王が天皇の名代として来院した。 院長・校長はじめ職員

ー同が親王を迎え， 知事の紹介で一同敬礼， 予科生 1 名が理科についての御前購義をおこな

った（本科生 1 名は脚気病論を購じるはずだったが， 事故のため中止）。 親王は院内を一巡し

たのち帰遠した（御内怒金の下賜）。

つづいて， 午前10時に開院式がはじまった。 知事， 職員， 府庁衛生関係職員， 区戸長， 医

務取締役， 特別功労者， 生徒らが諧堂にならび， 隣府県の病院長， 医学校長も臨席した。

Scheube をふくめて17人が 祝辞を述べたので， 現代的感覚ではうんざりする祝典の進行で

はあるが， 当時としては， 祝辞が多ければ多いほど， よかったのだろう。

祝典がおわると， 粟田口青蓮院時代の療病院生徒19名の卒業式がおこなわれた。 療病院生

徒の正式卒業のことがわかるのは， このとき1回かぎりである。 卒業生にたいする訓戒や激

励， 卒業生代表の謝辞など， すべて， 日本語とドイツ語の二本建てだった。

以上の 3 つがおわると， 2 日にわたり療病院・医学校が一般公開された。 華罷な妓娼絹隊

の行進や猿楽興行もおこなわれ， たくさんのひとが見学におしかけた。 一般公開の結果， 不

備な点が眼についたのか， 大掛時計， 梅の木， 青桐， 樹木植樹股などの寄付もあいついだ。

ところで， 1880年（明治13年）度の医学校予算は， 知事の内務卿上申で切りぬけたものの，

やがて， 1881年（明治14年）度予箕（明14年 7 月から翌年 6 月まで）を府会に提出しなければな

らなくなった。 当局は， 従来の 2 本建予箕を廃止し，医学校，予科校をあわせて， 8,803円59

銭 4 厘の医学校我を要求した。 あいかわらず， 全廃論がとびだし， 私立の医学塾がいくらも
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京都府療病院全図

あるので， 無理に地方税をつぎこむ必要はないと主張されたりもした。 けれども， 廃案にし

たときの結果は， すでに経験ずみである。 また， そうそう毎年廃案説がでては， 教師も生徒

もおちつけないではないか，

かった。

との反諭もあり， 府会の大努は， 合理的な減額修正の方向にむ

いちばんのキー ・ ボイントは， 日本語による変則教育だけにして， 修業年限の短縮をはか

ることだった。 予科に4年もかけなければならないのは， 医学教育がドイツ語でおこなわれ

るためである。 日本語にすれば， 予科は1年もあれば十分で， 全体としての教育期間は5年
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にできるとの主張がはばをきかした。

と同時に，

た。

困難つづきの医学校

こうして， 府会は医学校費を 5,930 円に減額修正する

6月21日上記の理由を文粛にまとめて， 京都府会賤長の名で知事代理に申し出

このような府会の決議は， 今からみても， あながち理由のないことではない。 東京大学の

ように10人もの外人教師をかかえるのならともかく， たったひとりのドイツ人教師から医学

全体を学ぶのである。 生徒の獲得する知識や技術の範囲は知れたものにすぎない。 であるの

に， 医学に関係のない予科4 年の過程をすごすのは， まさに労多くして， 功少なしである。

明治初年ならいざ知らず， 日本人医師の能力もだいぶたかまりつつある時代ともなれば， 日

本語による医学教育の方が， むしろ， 現実に即したし ヽきかただった。

知事は槙村から北垣国道にバトン ・ クッチされていたが， 北垣知車は府会の決議にあえて

反対しなかった。 具体的な教授法を医学校にまとめさせ， その内容を文部省に上申した。 ，

 
月 1日から，

ただし，

医学校は5年制で， 日本語だけで講義がおこなわれるようになった。

日本語による医学教育の開始を府会が決議し， 知事が承認したとて， ただちに

Scheube の地位がどうなるものでもなかった。 Scheube の給料は療病院からでていたし，

療病院は完全な独立採算制なので， 療病院の予算は府会の議決を経る必要はなかった。 事実，

明治14年7月にはじまる， 医学校の 「地方費元受並仕払差引薄」をみても， 療病院関係の収

支は一切でてこない。 それに， 5,930 円の年間予算を12にわけ， 医学校が毎月京都府会計課

からうけとる地方喪は， 500円内外にすぎない。 Scheube の月給すれすれである。 いまでは

思いもよらない， 経理の完全分離だった。

にもかかわらず， もはや高給をはらってま
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で Scheube をやといつづける理由のなくな

ったのは， あきらかだった。 同じ年の12月 9

日， 京都府は， 「府立療病院傭外国教師ホ ー

ド ・ ツョイペ解傭ノ緞」を外務省に報告して

しヽる。 こうした事態の急変にもっとも慎慨し

たのは， Scheube 本人を別にすれば， ドイ

ツ語による教育をうけていた， 医学校の正則

課程の生徒たちだった。 何人かの生徒は自ら

医学校を見すてて退学したと伝えられている。

はなしはすこしあともどりするが， 慎慨し

た人物が， ほかにもう 1人はいたらしい。 府

会の決議だけをみると合理的であるが， 審議
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過程はかならずしもそうではなかった。 重箱のすみをほじくりかえすような議論がくり返さ

れた。 なかでも， 校長兼教輪の月給が150円から120円にへらされただけでなく， 否決はされ

たが， 校長なるものは権力をふるいたがるから名称を教頭に変えよとか， 7, 8, 9月の 3 カ月

間の校長の月給は50円でもよいのではないか， との暴論がとびだしたりもした。 9 月に萩原

医学校長が退職して東京に去ったのは， 以上のような府会のやりとりにいやけがさしたから

でなかろうか。 もし， そうだとすれば， 日本語による医学教育開始は， 直接関係のない分野

にまで， 大きな波紋をなげかけたといえよう。 なお， 萩原校長の後任として， 療病院長半井

澄が医学校長をも兼務することになった。

やっと卒業生が無試験開業に

日本語による医学教育の開始・修業年限の短縮は， いかに不要の波紋をひきおこそうとも，

方針自体としては， あやまりでなかった。 1882年（明治15年） 2 月17 日， 中央政府は太政官布

達の形で， 従来大学卒業生にかぎられていた無試験開業の範囲を， それ以外の医学校の卒業

生にもひろげようとした。 条件は 4 つあった。 第 1 は 3 名以上の医学士 （欧米の大学の卒業

生など， 経歴が医学士と同等のものをふくむ） が教諭であること， 第 2 は生徒の員数に相当

する助教をおくこと， 第3は4年以上の学期を定め， 教則競試験法の完備すること， 第4は，

附属病院があって， 生徒の実地浪習の可能なことだった。 京都府医学校が8年もの修業年限

をつづけていれば， とんだ笑いものになるところだった。

こうなると， 医学校ならびに京都府当局たるもの， おおいに奮起せざるを得ない。 前年，

医学士新宮涼亭（内科）が1等教諭として滸任していた。 あと2人をうめれば， 何とかなる。

こうして， 1882年（明治15年） 5 月， 医学士猪子止文之助（外科）， 医学士斎藤仙也（内科）が，

それぞれ1等教諭に任命された。

けれども， 1882年（明治15年）の府会にたいする10,000円を越す医学校毀の予算要求は， た

ちまち， 手ひどい反げきをうけた。 京都は， いまもむかしも， 中央（東京）にたいする反骨精

神のつよいところである。 当時， 日本国内で医学士を称することができるのは， 東京大学の

卒業生だけだった。 かつて， 外人教師よりも東京大学卒業生をとの発言があったにもかかわ

らず， 現実問題になると， それらはどこかへとんでしまった。 中央政府のやっていることは，

東京大学卒業生の失業救済ではないか， との強硬論さえとびだした。

結局， 府会は， 5 月 5 日， 医学校毀を廃案にしてしまった。 クカ派の槙村知事であれば，

すぐに内務卿に上申するところであろうが， ハ ト派の北垣知事は， 5 月24 日， 府会に再審議

を指令した。 医学校卒業生の無試験開業もまじかなこととて， 何とかなるとの思惑もあった
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療病院・医学校卒業生（中列，左から4人目萩原校長， 5人目ツョイベ）1880年

だろう。しかし， 結果は同じだった。 5 月27日， 府会はふたたび医学校費を廃案にした。府

の財政で医学校は十分に維持できない以上， むしろ， 民間有志に委託すべきだというのが，

表面の理由だった。 6月 1日に京都府会副議長名でだされた「医学校費否決理由開申書」も，

この点を強調し， さらに， 私立医学校が府下にいくらもあるので， 別に心配はないと指摘し

た。

ここまでくると， さすがの北垣知事も伝家の宝刀をぬかざるを得ない。 6月14日， 知事は

府会の閉会にあたり， あらためて所信の表明をした。それによると， 知事が府会の議決を認

可しないのは行政上好ましくないので， 府会の減額修正にはいつも応じてきたこと， けれど

も， 医学校費の全面的否決はとうてい認可できないことが強調された。結局， 北垣知事の内

務卿への上申により， 6月30日， 京都府は8,992円59銭2厘で医学校を維持しなければなら

なくなり， 9 月 9日， 臨時府会はこれを承認した。（開99訂農翫湿胄峯；！也誌悶品閉ゲも， 松）

といっても， さきの太政官布達による無試験開業の範囲拡大は， ひとつの可能性を示唆す

るにすぎなかった。1882年（明治15年） 7月， 京都府医学校は， 医学士教諭3名， 学用患者25

名をそろえていたものの， いきなり卒業生の無試験開業にこぎつけるわけにいかなかった。

医学校側になお整備を要する項目があっただけでなく， 中央政府の側も， さまざまな関連法

規をつくる必要があった。

こうして， 京都府医学校は1882年（明治15年）11月， まず甲種医学校の認定をうけた。 翌
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1883年（明治16年） 3月，修業年限 4 年6カ月の教則や試験法を制定したのち，10月にやっと

卒業生が無試験開業できるようになった。ただし，このようなおくれは，京都府医学校在学

生にとって，別に実害を与えることはなかった。1879年（明治12年） 8月末に医学校に入学し

た生徒が，所定の修業年限を終えて卒業したのは，1884年（明治17年） 3月だった。京都府医

学校の卒業生は，はじめから無試験開業の恩典に浴したことになる。卒業後医術開業試験を

受験しなければならなかったのは，療病院時代の卒業生だけだった。

なお，京都府医学校などの官立府県立医学校卒業生の無試験開業認可と同時に公布された，

中央政府の医術開業試験規則は，それまでと比較にならないほど，きびしい内容だった。試

験は前期と後期にわかれ，それぞれ 1年半以上（乙種医学校など）の修学を要求された。試験

科目は，前期が物理学，化学，解剖 学，生理学，後期が外科学，内科学，薬物 学，眼科学，

産科学，臨床実験だった。いろいろないきさつはあったにせよ，京都府医学校の卒業生は，

たいへんな特権を享受できたことになる。

軌道に乗る医学教育

卒業生に無試験開業がみとめられるとなれば，京都府医学校の前途はあかるくなった。た

だ，皮肉なことに，無試験開業が正式に許された，当の1883年（明治16年）10月，ー等教諭新

宮涼亭が退職してしまった。常識的には，京都府医学校は無試験開業のための条件（医学士

教諭 3名 ） をみたせなくなったが，一度認可をうけてしまえば，多少の融通のきくのは，行

政の常である。翌1884年（明治17年） 3月，医学校として第1回卒業生12名が医師として巣立

っていっfふまた，医学士教諭の欠員も， 4月に浅山郁次郎（眼科）が着任したことによって

解決がついた。

おまけに， 医学の教育・研究に欠かせない， 死体解剖の体制も急速にとと の い だした。

1885年（明治18年） 1月～12月学用入院息者調

入 院患者数
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1884年（明治17年） 5 月 7 日付で， 内務卿山形有朋は， 京都府にたいして， 「病死体解剖ノ義

ハ明治 9 年 7 月28 日付ヲモッテ相達候趣モ有之候処自今本人ノ情願或ハ遺族ノ承諾有之二於

テハ患部全体二不拘剖観不苦候 此旨相達候事」とあらためて通達した。 この年の 7 月，医

学校は，京極の浄土寺昔願寺で，第 1 回解剖体大法会をおこなった。 さらに，翌1885年 （明

治18年）7月， 遺体の交付を請求するものがないときは， 死刑囚および刑務所内での死者を

解剖することも許されるよう「なっt::. （なお， この年，全体解剖 1 体につき5 円，局所解剖 1
- し 0 体につき3円が，遺族に支払われる こ とになった。 ）

学用入院患者数も案外多く，1885年（明治18年） 1 月～12月の総数（延でなく実数）は 242 名

にも達した。 別掲の表からわかるように，同じ期問の退院患者数は 197 名で，内わけは全快

が32%，軽快が50%，未治が18％だった。 院内での死亡者は16名で，学用入院患者総数のわ

ずか 6.6 ％にすぎない。 そのうち5体が解剖にまわされた。 学用患者になるひとは社会的に

めぐまれない階層のひとが多く，健康水準もそうたかくないことを考えると，療病院の診療

はかなり好成績だったことになる。

この年の9月から，京都府医学校の修業年限は半年短縮されて4年になったので，旧・新

制度の適用をうける生徒が同居していたが，11月に例をとると，直接息者に接する生徒数は，

卒業試験受験中のものをふくめても51名である。 同じ月の月末の学用入院患者は33名だった。

かなりぜいたくな臨床教育がおこなわれていたことになる。

ただし，同じ年の一般患者の動向はわからない。 以上の学用患者についての資料は，京都

府医学校からの京都府にたいする報告店である。 療病院の方はあいかわらず独立採尊の私立

病院同然の存在だった。 地方税と無関係なので，府会の審議対象にならなかったし，一般入

院息者の食費や診療費などは，療

病院の枠のなかで処理された。 学

用患者に要する喪用だけが，京都

府支出の医学校喪にふくまれてい

た。 たとえば，1885年（明治18年）

度の医学校予算には，看護人は 2

人分しか計上されてないが，

て，

これ

は2人で看護業務のすぺてをきり

もりしたことにならない。 学用患

者用配当分を計上したにすぎない。

もちろん，実際の看護にあたっ

一般患者と学用患者をはっき

り区別できるものではない。 府会

療病院戦員数 (1883年・明治16年12月31日）

（月給制）
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で， 学用患者にもたくさん看護人がついているのはどうしてか，

との質問がでたりもした。 地方税（医学校）支弁の看護人と， 病院

支弁の看護人は， 現場ではお互いに協力して働いた。 おそらく，

当の看護人は， 自分のもらう日給が， どこから支弁されているか，

知らなかったのであるまいか。

月給制の医員らについても 同じことがいえる。 表からもわか

るように， だいたい， 院長と 校長にしてからが， 兼任だった。

1883年（明治16年）7 月からは， 副校長と副院長も兼任になった。

もっとも， 猪子副校長兼教諭を副院長にしたのは， 別のねらいが

あった。 副院長職ということで， 月給を療病院に負担ざせ， うい
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半井 澄

た医学校教諭給を器械購入に流用した。 決算のときにだいぶ府会で問題にされたが， それほ

ど器械類が不備だといいたてて， うやむやになってしまった。

にもかかわらず， 医学校， なかでも医学士教諭と療病院のあいだは， はじめのうち， しっ

くりいかなかった。 今から考えると， 赴任当時の医学士教諭は大学を卒業したての若僧であ

る。 その若僧が高給で招へいされることに， 古くからの療病院関係者が快く思うはずはない。

医学士教諭は教育に専念すればよいので， 患者の診療にクッチする必要はない， との態度を

とったらしい。 猪子副校長が副院長兼務になってからも， かれが診療できるのは少数の学用

息者にかぎられた。

猪子， 斎藤， 浅山の3 医学士教諭は， 何回も知事と直接交渉をすすめた。 療病院のほかに，

医学校附属病院をつくれと要求したりもした。 あいだにはさまって， いちばん苦労したのは，

半井院長兼校長だった。 さしあたり， 医学士教諭を外来患者の診察にあたらせることにした

が， それでは根本解決にならない。 あれやこれやで， 1885年（明治18年）には， 療病院職員の

大整理がおこなわれ， やっとのことで， 療病院と医学校の診療面での垣根がとりはらわれた。

整理を終えた半井院長兼校長にしてみれば， やれやれの思いだったろう。 折角確保した医

学士教諭が療病院で自由に活躍できず， 辞職でもされたら， 医学校はもともこもない。 医学

士教諭の活動を制約するものがなくなったのを見とどけたかれは， 1886年（明治19年）6月退

職して， 市内で東山病院を開業した。 1873年（明治6 年）12月の庶務取締就任からかぞえて，

実に12 年の在職になる。

とろこで， 半井院長兼校長退職後の10月， 医学校の第1回卒業生星野元彦が3等教諭 （病

理解剖学・診断学） に任命された。 医学士教諭と療病院のあいだに一時ごたごたがあったに

せよ， 医学校は卒業生を教育スクッフに迎えるほどに成長した。 なお， 半井院長・校長の後

任には， 翌1887年（明治2 0年） 1月， 副院長兼副校長の猪子が， 医学校長兼療病院長に発令さ
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れた （同時に， 医学校の職制も改正され， 教諭の等級制を廃止して， 一律に教諭と呼称する

ようになった）。

乗り切った医学校整理

京都府医学校における医学教育が軌道に乗り，半井校長兼院長が安心して退職した1886年

（明治19年）には， 東京大学を別にすれば，府県立23，私立 2 の医育機関が存在していた。府

県の半分が医学校をもっていた勘定になる。そうしたところに，明治政府は，勅令の名のも

とに， 1887年（明治20年） 5月， 突然荒療治にのりだした。 府県立医学校の経費は， 1888年

（明治21年）以降，地方税でまかなってはいけない，というのである。

こうした明治政府の措置は，いろいろな角度から検討されてきた。反体制のひとたちは，

下からもりあがった医学教育の破壊をねらう暴挙だった， と断定したりもする。なるほど，

勅令がでてまもない1887年（明治20年） 9 月， 県立の千葉， 仙台，岡山， 金沢，長崎の医学校

を， 国立の第1 ， 第2' 第3' 第4, 第5高等中学校の医学部(4 年制）に再編成したことを

考えると，そうした主張も，まんざら根拠のないことではない。医学教育をなるぺく国立機

関でおこないたいとの趣旨は， 十分に読みとれる。

けれども， これに似た現象は欧米諸国でもみられないことはない。とくにアメリカでは，

1908年以降， 劣等医学校，不要医学校の閉鎖運動がさかんになった。1929年までのあいだに

約100 の医学校が閉鎖ざれ，1904年には 2万8 千人以上だった医学生が，1927年には 2万人

以下に減少した。明治政府の強引な政策は， 結局， アメリカよりもはやめに，府県立が主体

だった劣等医学校，不要医学校を整理するのが目的だったのではなかろうか。1887年（明治

20年） 5 月の京都府会が，国立の第3 高等中学校（医学部をのぞく）設立のための特別支出で

もめつづけ，32対30でやっと原案がとおったことを考えると， なおさら， その感じがする。

地方税支弁禁止の対象になったのは医学校だけだった。

それにしても，国立の高等中学校医学部に吸収されたところは， まだよかった。そうでな

いところはたいへんだった。たいていのところは，廃校，在校生の転校に追いこまれた。府

県立医学校としてそのまま存続できたのは，京都， 大阪，愛知の 3 医学校だけだった。

もちろん， これだけのさわぎに， 京都府がだまっているはずはない。 おまけに， 1887年

（明治20年） 6月には，医学士足立健三郎が産婦人科学の教諭として着任し，医学士教諭は 4

名になっていた。同年10月，京都府は，特別談案として，府立療病院にたいする 3,000円の

補助を府会に提出した。療病院費補助の名目のもとに，実質的には，医学校の維持喪をひね

りだすのがねらいだった。
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府会ではこれが大問題になった。 何回も医学校費を廃案にした歴史をもつ府会である。 当

時， 京都府医学校の生徒は， 全部で 180 名ほどだった。 これに対して， 京都にいちばん近い

国立の医育機関の第3高等中学校医学部（岡山）の定員は400名で， 欠員はわずか100名しかな

かった。 京都府医学校を廃止すれば， 在校生の全員が岡山に転校するわけにはいかない。 こ

んなことから， 府会の識事録をみるかぎりでは， 理事者の方針に究同する声が大きかったが，

大努を制することはできなかった。 補助費が一種のごまかしであるのと， 医学校の卒業生が

京都府下の辺地にあまりいっていなかったことが，

さいごにはあっざり否決されてしまった。

大きなマイナスになった。 折角の提案も

にもかかわらず， 京都府医学校が廃校に追いこまれなかったのは， 療病院の収入が膨大だ

ったればこそである。 実質的な医学校維持に3,000円をだす提案がされたとき， 療病院の年

間収入は16,000円を越していた。 市中医師にまで療病院維持股を科していたころにくらぺる

と， やりくりは楽でなかったにしても， 療病院が医学校をかかえこむことは， 絶対に不可能

なことではなかった。

おまけに， 医学校が危機に追いこまれていることが外部につたわると， またもや， 府民病

院の本領が発揮された。 府民の医学校継続願， 寄付願があいつぎ， かなり高額の寄付もあっ

た。 なかには， 禁酒して3年連続の寄付を申し出るものもあらわれた。

京都府だとて， 府会が療病院費補助を否決したあと， 手をこまねいていたわけではない。

翌1888年（明治21年）12月， 当局は， あらためて， 医学校財産（土地， 家屋， 器械， 雑品， 備

付品など） を療病院に寄贈する議案を府会に提出した。 府会もこれには異存がなく， そのま
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医学校10周年(1889年・明治22年4月）

ま承認された。 療病院医学校は， 医学校整理の危機を乗りきると同時に， 事実上は京都府の

手をはなれたことになる。

まがりかどの1889年（明治22年）

京都府医学校が地方税から完全に独立し， 医学校財産が療病院に寄贈されてしまった， 翌

年の1889年（明治22年）は， いろいろな意味で， 京都人ないしは日本人に忘れることのできな

い年だった。 この年の 2 月11日には， 大日本帝国憲法が発布されたし， 7日 1 日には， 束京

•神戸間の東海道本線が全通した。 7月14日には， 日本赤十字社京都支部が設立され， 北垣

知事が支部長に就任した（日本の赤十字条約加盟は1886年・明治19年）。 明治日本の近代化が，

まがりなりにも一応の成果をあげた年だった。

京都府療病院・医学校にとっても， この年は大きなまがりかどだった。 高等中学校医学部

（とはかぎらなし：が）は， はじめから制服・制帽を採用していた。 京都府医学校では， 療病院

時代から， 生徒は洋服を滸用してさえおればよかった， ところが， 高等中学校の在り方に刺

激されてか， 1889年（明治22年） 1 月， 京都府医学校でも涙紺のつめえりの制服， MとSをく
. . .

みあわせたぼたん， 帽章などが制定され， 生徒が校内に立ち入るときは， かならず制服・制

帽を済用しなければならなくなった。 また， 同年11月の生徒心得は， かなりきびしい内容だ

った。 授業時問題外の教室出入， 校院内外での喫煙は全面的に禁止された。 3名以上の生徒

がいっしょになって， 校長や教員に面会をもとめることもできなくなった。

つぎに特筆しなければならないのは， 4月に産婆（助産婦）養成所が附属施設として設饂さ
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れたことである。 1874年（明治 7 年）の医制では， 産婆の

資格についていろいろ規定はされていたが， 実際は空文

で， 各地方の取締規則にゆだねられていた。 京都府では

1877年（明治10年）， 産婆の表札のデザインをさだめてい

るが， 全国的な産婆規則が本格的に制定された の は，

1899年（明治32年）だった。 地方税支弁を禁じられた年に，

療病院・医学校が， いちはやく産婆の養成に乗りだした

ことは， たかく評価すべきであろう。

しかしながら， 療病院·医学校にとっての大きなでき

ごとは， 何といっても， 12月 17 日にふたたび京都府の管

理に復帰したことである。 京都府の手を事実上はなれた

1888年（明治21年）度には， 僚病院費はもとより， 医学校
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依然として地方税なしでやっていかなければならなかった。 地方税外特別経済の名のもとに，

毎年の予算， 決算は府会の議決を経ることになった。 収入が支出を超過すれば， 準備金にく

りこみ， 予算が不足すれば， 準備金からくりいれる仕組みだった。 金はださぬが口をだす方

式で， いまでは考えられない現象だったが， それをしも堪えていけた， 療病院・医学校の経

済状態には楚嘆するほかはない。

といっても， 療病院・医学校の京都府管理への復帰は， 思わぬメリットをもたらした。 何

回もみたように， かつては， 療病院と医学校は完全に分離した別々の二本建て会計だった。

京都府の手をはなれていた 1 年近くのあいだに， 両者は予箕的に 1本化していた。 いまや，

地方税外特別経済として， 療病院・医学校の予・決算の全容が府会であきらかにされるよう

になった。

たとえば， いちばんはじめての1889年（明治22年）12月から翌1890年（明治23年） 3 月までの

療病院並医学校の収支精箕表をみると， 完全に黒字である。 授業料（産婆教習所をふくむ），

入院料， 薬価料， 療用品料， 栄蓑品料， 診察料（往診料をふくむ）， 手術料による実収入は，

8,202円86銭 8厘だった。 これに対して， 俸給， 雑給， 器械費， 療用品喪， 薬品喪， 息者賄

費栄養品費， 解剖費， 院毀， 営繕役の実支出は7,134円23銭 2厘だった。 差額の1,068円63

銭 6厘は準備金として翌年度にもちこされた。

いずれにせよ， わたくしたちは， 1889年（明治22年）12月以降， 療病院・医学校の財政状態

をかなりこまかな点まで知るこ
．
とができる。 設置者が変らなかったせいで， 京都府立医学専

門学校， 京都府立医科大学を通じて， 現在にいたる財政規模の推移をたどることも不可能で

はない。 この間における貨幣価値の変動が大きいので， 単純に数字だけならべても意味はな

いが， ほかの医科大学や大学医学部では， このようなところは存在しないのであるまいか。

東奔西走の猪子校長

療病院・医学校における医学教育が軌道にのり， 財政的基礎がかたまったにしても， 教育

・研究・診療水準は， 東京の帝国大学医科大学（帝国大学令は1886年・明治19年）には及びも

つかない。 医学校卒業後， あらためて， 帝国大学医科大学に進学するものさえあった。 それ

に， 3人以上おくことを義務づけられた医学士教諭にしてからが， 現在からみると， たいし

た水準ではなかった。 ほとんどが大学卒業直後の赴任だった。 今日の研修医がいきなり教授

になったようなものである。 指郡者もいないところで， 教育・診療のかたわら， 医師として

の自己研修をすすめなければならなかった。

そうした悪条件のなかで， 猪子校長兼院長は， 医学士教諭の確保と増員につとめながら，



外科医としての手腕をみがいていった0 1888年（明治21年）， かれ

は療病院でわが国はじめての喉頭全刷手術をおこなった。 まさに，

関西外科の重鋲だった。

ところが，猪子校長の在職時代は，有能な外科医を必要とする事

件があいついだ。1891年（明治24年）5月11日， 在洛中のロジア国皇

太子（のちのNikolai II)が， 琵琶湖見物の帰途， 大津市内で沿道

菩備の津田三蔵巡査に切りつけられる， いわゆる大津事件がおこ

った。 猪子校長は，ただちに，応急手当のために滋賀県庁に赴いた。

同じ年の10月28日，愛知， 岐阜，福井の 3県にまたがり，涙尾大

地震がおきた 。東海道本線は不通になり，岐阜県下で全壊 142,100

東奔西走の猪子校長 67 

猪子止文之助

戸， 死者7,300人， 愛知県下で全壊41,500戸， 死者2,350人（いずれも概数）の惨状を呈した。

日本赤十字社京都支部の依頼をうけた猪子校長は， 翌月， 医員や生徒をひきつれて大垣に出

張し， 負偏者の治療にあたった。

ところで， 1891年（明治24年）末の療病院・医学校における医学士教諭は， 猪子校長をふく

め， 6名に達していた（内科， 外科， 眼科， 産婦人科， 解剖， 生理）。 若年で赴任して， 管理

業務までおしつけられた猪子校長にとって， ながいあいだの夢だった海外留学を実現する絶

好のチャンスだった。 校長が海外にでても， 療病院・医学校の運営にそれほど支障をきたす

ことはなくなっていた。

もっとも， 東京大学ないしは帝国大学の教員のように， 公費で留学することは思いもよら

なかった。 それどころか， 時代はすこしあとになるが， 医学士教諭笠原光興（内科）は， 1894

年（明治27年） 2月， 自喪でドイツに留学するにあたり， いったん退職した。 そして， 帰国後

の1896年（明治29年） 4月， ふたたび療病院・医学校教諭に任命された。 わずか 2 年の海外留

学に， 喪用をだすどころか， 退職を要求するのが， 療病院・医学校の実態だった。 ただ， 猪

子校長の場合は， いささか事情が異なっていた。 療病院 ・医学校の育成のために払った努力

はなみたいていのものでなかったし， 何といっても， 看板校長だった。 京都府はぎりぎりの

譲歩として， 在職のまま自役留学をみとめた。

こうして， 1892年（明治25年） 3月13日， 猪子校長は， オラソダを主な留学先にして， 日本

を出発した。 翌年一杯をヨーロ ッパですごし， 1894年（明治27年） 2月 2 日， 帰国した。 とこ

ろが， 帰国してからも， 療病院・医学校にじっとしているわけにはいかなかった。

というのは， 帰国後間もない7月25日， 日清戦争が勃発した （宜戦布告は両国ともに 8月

1 日）。 当時， 出征兵士はすぺて広島（宇品）港から出発していた。 戦地との連絡を密接にす

るために， 広島に大本営がおかれ， 明治天皇は 9月15日に広島大本営に到着した。 戦地から
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の傷病兵の後送さきも広島になるので， あらたに広島陸軍臨時病院が設けられた。11月には

いると， 猪子校長は， またもや， 日本赤十字社京都支部の依頼をうけ， 医員， 看護婦をひき

つれて， 広島に出張しなければならなくなった。

京都人と学用患者

そうこうするうちに， 帝国大学を東京以外にもつくろうとする動きがでてきた。 東京以外

となると， 設置場所は古都京都しかあり得ない。 にもかかわらず， 一部で， 医科大学だけは

大阪に！！ との声があがりはじめた。 理由は， 大阪は京都より人口が多いので， 医学の教育・

研究に欠かせない， 学用息者を大拭に確保できるであろうとのことだった。

おどろいたのは京都府の関係者である。 京都に帝国大学ができるのはありがたいが， 医科

大学だけは大阪にもっていかれたのでは， なにもならない。 おまけに， 大阪府は京都府より

も財政的にはるかに裕福で， 同じく地方税によらない医学校を維持している。 政府の方針が

きまれば， 府役をいくらでもつぎこんで， 誘致につとめるのは眼にみえていた。

あれやこれやで， 1895 年（明治28 年） 12月21 日付で， 京都府会議長中村栄助は， 府会の同意

を得て， 別掲の 「医科大学設置ノ義二付建議」を内務大臣野村靖に提出した。 療病院・医学

校を政府に寄贈してもよいとの趣旨であるから， 相当な意気込みの誘致運動である。 おまけ

に， たとえ人口はすくなくとも， 療病院の入院患者は1カ年6万あまり， 外来患者は通箕す
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れば， 10万を下まわらず， 京都人は「学

用クルコトヲ甘受スルノ良慎例」がある

とまで断言している。はたして， 実態は

どうだったのだろうか。

年間入院息者 6 万， 外来をくわえると

年間患者10万との数字は， 半分は本当で，

半分は誇張である。表をみればわかるよ

うに， 1895年（明治28年）度には，

だった。しかし，

たしか

に， 年間患者延数は10万近かったし， 翌

年度からは10万のラインを越すいきおい

入院息者の方はさっぱ

りである。1895年（明治28年）度は3万5

千ていどだったし， 1897年（明治30 年）度

になっても， 6万には達してない。おそ

らく， 外来息者 6 万と杏くぺきところを，

あやまって入院息者にしてしまったのだ

ろう。
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学用息者については， 残念ながら， 表をみただけでは， 比率がたかいのか低いのかわから

なし ‘o ただ， 療病院の存在が市内の開業医にとってあるていど脅威だったことは否定できな

い。1894年（明治27年）11月， 京都医会の別名団体たる大日本医会京都支部は， 「京都府療病

院ヲ施僚病院トナスノ調査書」をまとめて， 府会に働きかけていた。京都医会の首脳部は療

病院関係者だったひとがすくなくない。療病院経営の実情を知ったうえでの調査書である。

一般息者の診察料， 薬価， 手術料をあげてでも， 施療患者をふやすべきことを強調した。調

療病院 息 者員数

種 別 I 18 92（明25) 18 9 3（明26) 1894（明27) 18 95（明28 ) 1896（明29) 1897（明 30)

一般入
只
院患者 21

(8 
,721 27,66 3 2 8

(8 
,544 30(8,

8

8

9
. 
9 41

(8 
,186 50,670 

延人 6.6%) ( 8 7 . 4%) 9.4%) 3%) 5.4%) (87. 3%) 
学用

人
入院息者 3 ,415 3 ,999 3,016 4,106 7,044 7, 3 8 6 

延 員 (1 3 . 4%) (12.6%) (10.6%) (11.7%) (14.6%) (12. 7%) 

外延来人一員
般患者 41 8 61 5 3

(9
,0

3 

6 3 54,78 1 5 8

(9 

, 390 64,046 74

(9

, 3

1.
04 

3%)(9
， 

2.1 %) .7%) (95.2%) 5.4%) (95.9%) 
外延来人

学
員用患者 3, 300 3,552 2

(4 
,754 2, 8 24 2

(4
,72

. 
5 7,074 

(7 .9%) (6. 3%) . 8 %) (4.6%) 1%) (8.7%) 

計 I 70 , 297 8 8 ,277 8 9,105 96,219 115,001 139,4 34 
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査案がまとまる以上， 療病院の学用患者比率は， もっとたかまる可能性があったのだろう。

なお， 学用息者の比率は， 景気や伝染病の流行などによっても影咽される。1895年 （明治

28年） 4 月， 日消戦争はおわったが， 京都府ではコレラが流行しだした。 同年中の府下の患

者1,842人， うち1,561人が死亡した。翌1896年（明治29年）には， 回帰熱息者が続出した。急

性伝染病が流行すれば防疫態勢が強化される。別に伝染病にかからなくとも， その日ぐらし

のひとたちは， 職を失って食料にすらこと欠いたりする。寺院や有志の施米があったところ

で， 身体の抵抗力がよわまり， 別の病気にかかりやすくなる。おまけに， 1896年（明治29年）

秋には， 戦後の反動恐慌がおとずれた。この年の学用患者比率がたかいのは， 上のような事

情のせいで， 年度の中途に， 患者毀をふくめた追加予算がくまれるほどだった。

卒後研修手当の限界

医学教育が軌道にのり， 卒業生がつぎつぎに送りだされだすと， 療病院・医学校のようす

は， よほど変ってくる。医学士教諭にしても， 帝国大学卒業直後に赴任してくることはなく

なった。1894年（明治27年）12月に滸任した島村俊一（精神神経科）にしても， そうである。帝

国大学卒業は1887年（明治20年）で， 1891年（明治24年）10月から着任までのあいだ， ドイツに

自費留学をしてきた。医学士ではあっても， かなりの年数の研銀をつまないことには， 医学

教育の責任をはたせない時代になった。

こうなると， 卒業と同時に無試験開業の恩典を与えられたところで， 卒業後も， なお， 療

病院にのこりたがるひとが次第に増加する。1897年（明治30年）11月に開会された京都府会の

予算審議では， そうしたひとたちの処遇が大きな問題になった。ことのおこりは， 京都帝国

大学との関係である。京都府会の療病院・医学校寄贈ねがいにもかかわらず， 政府は， 敷地

のせまさを考慮してか， すでに， 全額国費で， 京都に京都帝国大学医科大学を設置する方針

をかためていた。当然， 附属病院も国役で新設される。朕病院・医学校を維持していくには，

京大との対抗上も， かなり思いきった設備投資をしなければならない。事実， この年12月に

は精神神経病舎(40ベット）が完成し， 翌年 1 月から入院息者を扱うことになっていた。1898

年（明治31年）度予算にも， あいかわらず巨額の設備投資が計上されていただけでなく， 人件

費もかなりアップされていた。

当の府会の決定した予算によると， 俸給制（年俸もしくは月給）の職員陣営は， 表にまとめ

たとおりである。看病婦（看護婦）をはじめ現業関係はいずれも日給制で， 予算的には雑給と

して別扱いされていた。府会で論隊のまとになったのは， 主として， 職員のなかの 3等医員

のことだった。
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当局が府会に提出した予算案では，医員の平均月給はいずれも表よりもたかく， 1等医40

円， 2等医20円， 3等医15円となっていた。 ところが予算審譲の常置委員会は， それぞれ，

35円，18円，13円と削減して本会議にもちこんだ。 書記の月給でさえ，月平均15円である。

1 人前の医者が月給13円で体面をたもちながら生活できるかどうか，が論議の対象になった。

理事者の云い分では，予算審議当時の 3 等医は月給10円が 8 人，月給13円が 6 人なので， せ

めて平均15円にしてもらいたいとの要求だった。

はじめのうち， 原案復帰の声がかなりたかかった。 月給がやすいから医員がつぎつぎとや

めていくので， 原案以上の月給をだせとの主張もみられた。 そうこうするうちに，医員のな

り手がいちばん少ないのは 2等医クラスで， 3等医の希望者はいくらもある，との識論にな

った。 事実，予算が審談されているとき， 3等医が合計で14名いるのは， 2等医の枠をくっ

てしヽるからだった。

結局は，常置委員会の削減案が次第に大努を制していった。 なかでも説得力を発揮したの

は， 「 3等医は卒後研修のために1, 2年ほど療病院にのこっているので，逆に授業料をとっ

てもよいくらいである」， 「ただし，実際に診療に従事しているので，お礼の意味から13円ざ

しあげることにしたい」， 「13円や15円の月給で， 立派な医者が 3年も 5年も療病院につとめ

てくれるとは， はじめから期待してない」といった調子の論旨だった。 こうして， 1898年

（明治31年）度における 3 等医の平均月給は13円と決定した。

いずれにしても，1897年（明治30年）段階で，医学校を卒業したてでは， たとえ開業免許は

あっても，1人前の医者として通用しなくなっていた。 このことは，他方で， 日本の医学・

校長兼院 長

教諭兼副院長

幹 事

教 諭 兼部長

教 諭

助 教 諭

助教諭兼医員(1等）
,, (2等）

医員(3等）

助教諭兼1等調剤員

調剤員(2等）

助 教諭兼困記

書 記

療病院・医学校職員俸給

1人（外科）年2,500円

1 //（眼科）年2,000円

1 // 月 50円

6 //（内科2，精神科，産婦人科，皮膚及耳科各1)は月

平均132円，（調剤）は月 100円

2 //月平均120円

2 //月 35円

7 //月平均 35円

9 11 I/ 18円

1311 11 13円

1 I1月 25円

7 //月平均 10円

1 //月 25円

1011 月乎均 10円

（明治31年度予箕害より）
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医療水準が次第に向上しつつあったことを意味する。 この年には， 伝染病研究所の志賀潔が

東京で赤痢菌を発見した。 また， あいつぐ部分的改正はあったものの， いまなお， カクカナ

四きの法律として有効な， 「伝染病予防法」ができたのも， 同じく1897年のことだった。

にもかかわらず， 3 等医を研修中の身分とみなした見識は， その後の歴史にあまりいかさ

れなかった。 療病院・医学校が京都府立医学専門学校， 京都府立医科大学に発展していくな

かで， 卒後研修問題はほったらかしのままだった。 日本全体の医育機閾が同じ状態だった。

そうしたところに， 太平洋戦争の敗北の結果， アメリカからインク ー ソ制が直輸入された。

混乱がおこらないはずはない。

患者の食事を自弁に？

療病院・医学校は， 1898年（明治31年） 11月に開会された京都府会に， 傑作な内容をもつ，

1899年（明治32年）度予算を提出した。 学用患者以外の入院息者にたいする給食を廃止し， 息

者の自弁にまかせるというのである。 おもてむきの目的は「息者ノ便益ヲ計ル」ことだった。

いままで， 病気その他の理由で息者が食べなくても賄費をとっていたのは不合理で， 各自の

好きなものを食べさせる方が望ましいと説明された。

なるほど， もっともなはなしである。 よほど特別なところをのぞけば， 病院の給食が一般

に不味いことはむかしも今も変らない。 事実上補食がおこなわれるくらいなら， いっそのこ

と給食廃止にふみきった方がすじがとおるかもしれない。

ただし， 府会の常監委員会は， 僚病院の方針をみとめなかった。 3 等病室あたりでは， 5 

人から10人ぐらいが同居しているので， 一方は10銭， 片方は30銭の弁当をとるようなことも

おこりかねない。 ましてや， 弁当競争でもはじまれば， おさまりがつかない。 やはり， 病院

から同一のものを給与する方がよい， との意見だった。

本会議でも， このことはあまり問題にならなかった。 患者が自由に飲食するようにしてお

いて， はたして病院は監督できるのか， との質問がでたていどだった。 結局， 支出議案のう

ち， 「息者毀」の 「賄股」が， 3,526円35銭から12,702円 5 厘に増額された。

それにしても， 療病院当局が， 学用息者以外にたいする給食全廃をうちだした， ほんとう

のねらいは， どこにあるのだろうか。 いきつくさきは経済問題である。 京都帝国大学医科大

学の設立をまえに， 病院整備に全力をあげる必要があったが， すべてを特別経済の枠のなか

におさめなければならない。 給食を全廃にするのなら， 入院料のなかの賄喪分ぐらいは値下

げしてしかるべきである。 ところが， 実際はそうではなかった。 入院息者から別に徴収して

いた高価薬代を無料にするのとひきかえに， 給食全廃にふみきろうとした。 学用以外の入院
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患者全体の毎日の給食費と， 一部の患者の高価薬代とでは， 常識的に考えても， 前者の方が

大きい。 府会では「一挙両得」でなく， 「一挙片得」だとの野次すらあった。

いいかえれば， 入院料を値上げしないで， 療病院・医学校の迎営をすこしでも楽にしよう

とする苦肉の策が， 患者給食全廃だった。 これが， かりに金はださぬが口をだす府会の議決

が不要で， 療病院当局の思わくどおり， 入院患者が自由に飲食できるようになったとしたら，

どのような状態が出現したであろうか。 診療面からのチェ ックはおこなわれたにしても， そ

のチェ ックはどのていど効果をあげたであろうか。 病院の給食がいまなお不味い現実をふま

えて， いちど， これらのことを考えなおしてみるのも， 無駄ではなかろう。

産婆と看病婦

息者の給食を自弁にする傑作な提案が上程された1898年（明治31年）の京都府会では， 療病

院の看病婦の質が問題にされた。 看病婦その他の勉励賞与般に関する譲事のなかで， 「着病

婦卜云フ女」をたくさんやとっているが， よそにだしてもはずかしくないものばかりそろっ

ているかどうか， の質問がでた。 理事者は， もちろん， ひととおりの 「技術ノ練習」をさせ

ているので， 心配はないと答弁した。

このことは， 何でもないようで， 実は， 当時の看護婦のおかれた状態を象徴する。 前年に

議決された1898年（明治31年）度予箕によると， 定員は沼病婦62名， 店病婦見習20名だった。

医員が月給制であるのに， こちらのほうは日給だった。

それに， ヨーロッパ医学を強行輸入した日本では， 医師免許は比較的はやく制度化された

のに， 看護婦はながいことほったらかしのままだった。 全国的な刃護婦規則が制定されたの

は， 明治時代もすっかりおわってしまった， 1915年（大正 4 年）のことだった。 それまでは，

地方庁まかせだったが， 肝じんの地方庁が看護婦規則をつくったのは， 東京府1900年 （明治

33年）， 京都府1903年（明治36年）といった調子だった。 おまけに， 地方庁制定の規則は， い

ずれも， 官公立病院などに勤務する看護婦には適用されなかった。 もっばら派出看護婦を対

象にした。 いずれにしても， 1898年（明治31年）段階では， 看護婦の資格を規制するものは何

もなかった。 だからこそ， 療病院の看病婦は， 日給以外に勉励買与金を払わなければならな

いほど， 優秀かどうかが質問にでたともいえる。

しかも， 京都府における医師養成の先鞭をつけた療病院・医学校は， 残念なことに， 看護

婦養成については同じことができなかった。 京都における組織的な看護婦教育のスク ー トを

切ったのは， 1885 年（明治18年）に設立された同志社看病婦学校だった。 療病院・医学校は

1889年（明治22年）に産婆教習所を設醤するが， あいかわらず沿護婦の組織的な教育には手を
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つけなかった。 1893年（明治26年）には， 仏教系の京華看病婦学校が誕生してからも， 事情は

変らなかった。

もっとも， 角度を別にすれば， 京都における組織的看護教育がキリスト教， 仏教関係者の

手ではじめられたことは， 興味のないことはない。 ヨーロッ パでも， 看護婦のみなもとをさ

かのぼれば，

とになる。

カトリックの修道女に帰着する。 同じようなことが明治の京都で再現されたこ

それにしても， 1898年（明治31年）の京都府会で， 理事者が療病院の看病婦の優秀さを保証

するには， 何らかの根拠があったはずである。 府会のやりとりではあまり表面化してないが，

実は， この府会で議決された翌1899年（明治32年）度予算では， 従来の看病婦， 看病婦見習の

項目を廃止して， 看病人， 看病人講習生にあらため， 定員もそれぞれ65名， 30名に増加した。

ようやく， 療病院でも看護婦の組織的教育がはじまったことになる。

とはいえ， 手放しで安心はできない。 予算書をみると， 産婆教習生は 1 人 1 カ年 5 円の授

業料を払わなければならないのに， 看病人購習生は 1 人 1 日平均20銭の日給をもらうことが

できる。 かつての看病婦見習がそのまま横すべりした感じである。 しかも， このときの予算

では， 講習生の名称をもたない看病人の日給は， 特別待遇の 3 人(1人 1 日平均65銭）をのぞ

くと， 1 人 1 日平均35銭にすぎない。 正規の看病人の日給の 7 分の 4 をもらえる購習生が，

はたして文字どおり購習生であり得たかどうか， わざわざ問題にするまでもない。

事実， 産婆と看病人のへだたりは大きかった。 産婆教習生は医学校生徒とならんで予算書
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に登場する。 また， 1899年（明治32年）は全国的な産婆規則のできた年でもある。 すくなくと

も産婆は， 医師と同じように， 確立された職業になった。 看病人はそうではなかった。 看病

人， 看病人諧習生の区別すらあいまいで， 医師に従屈する存在だった。 職業としての自立性

はなかった。

しかしながら， 看病婦見習の看病人講習生へのよこすべりが， まったく無駄だったことに

はならない。 名は体をあらわす。 療病院・医学校がおそまきながら購習生をおいたことは，

将来へのワ ‘ノ・ ステッ プとして， それなりに評価すべきであろう。 ただ， ここでは， ヨーロ

ッ パ 医学をとりいれた日本の医療のウィ ー ク ・ ポイントのひとつが， 看護婦養成にあり， 療

病院・医学校も例外でなかったことを指摘しておきたい。

京都帝国大学成立の波紋

ところで， 1899年（明治32年） 7月， 勅令によって， 京都帝国大学法科大学及医科大学に設

置されるべき講座がきまった。 東京帝国大学と同等以上のものをとの趣旨で， 医科大学は全

部で27諧座， うち8 講座は同年 9月から開購されることになった。 療病院・医学校は足もと

にもよれないような豪華ぶりだった。 施設は全額国喪で早急にととえることができるにして

も， これだけの講座をうめる教授陣をいきなりそろえるのは， 容易なことでない。 ねらわれ

るのは， 京都府唯一の医育機関たる療病院・医学校の教諭であるのは， いうまでもない。

それどころか， 猪子校長兼院長自身が， 京都帝国大学医科大学の設立委員のひとりだった。
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文部省当局は， 根病院・医学校からひきぬくべき教諭のうち， 外遊経験のないものは， あら

かじめ外国留学をさせておく方針をとった。 こうして， 前年の1898年（明治3 1 年）10月， まず，

浅山教諭（眼科）が文部省留学生としてドイツに出発し， 朕病院・医学校の方は休職になった。

こえて， 1899年（明治32年）6月， 平井教諭（内科）が退職し， 文部省留学生として小児科学研

究のためドイツにむかって出発した。

したがって， 京都帝国大学医科大学の諧座に関する勅令がでた段階で， 療病院・医学校は

すでに2人の医学士教諭を事実上失っていた。 勅令がでた7月には， 猪子校長は正式に京都

帝国大学医科大学教授に転出し， 滞独中の浅山教諭は同助教授になった （帰国直後教授に昇

進）。 ただ， ながいあいだの因縁から， 猪子教授は，療病院長を嘱託し，しばらく院務をみる

ことになり， とりあえず， 加門教諭が医学校長事務取扱になった。 8 月にはいると， 笠原教

諭（内科）が医科大学教授に転出， 医学校の購師を嘱託したものの， 疫病院の内科2部制は廃

止になった。 9 月には， 加門教諭が正式に医学校長に， 島村教諭が副院長になったが， 療病

院・医学校はたいへんな危機に追いこまれることになった。

というのは， ひきぬかれたのは， 主にトップ・ クラスの医学士教諭が主体だった。 最盛期

には8人をかぞえた医学士教諭が， いまや， 加門， 島村， 裔山の3 人になってしまった。 卒

業生が無試験開業をゆるされる， まったくのギリギリの線である。 3 教諭のだれかが退職し

て， 長期間補充がつかなければ， 医学校の卒業生は医術開業試験を受験しなければならなく

なるかもしれない。 廃校説が療病院・医学校の内外をみだれとび， 退校するものがあいつぎ

だした。

では， 猪子校長らは， なが年育ててきた療病院・医学校の存続があぶなくなるのを承知の

うえで， なぜ， 医科大学に移り， 同僚をもひきぬいたりしたのであろうか。 帝国大学教授の

社会的地位の魅力を別とすれば， 療病院・医学校の独立採箕制や自毀海外留学がたたってい

るとしか考えようがない。 ひきぬかれた4人の医学士教諭のうち， 自毀で海外留学をした猪

子， 笠原教論は， そのまま医科大学教授になった。 海外にでたことのない浅山， 平井教諭は，

教授になる前提として， 文部省留学生に採用された。 療病院・医学校とくらべると， まるで

夢のような現境だった。

おまけに， 猪子前校長の場合， 医科大学附属医院長をも兼任して， いささか老朽した東京

帝国大学をしのぐ， 日本最高の病院をつくる仕事が待ちかまえていた。 患者食堂の設置， 最

新式のヴェソチレ ー ツョソ， 付蔀人の謝絶と， かねてからの抱負を実現する絶好の機会だっ

た。 転出するな， という方が無理かもしれない。

こうして， 1899年（明治32年）12月， 京都帝国大学医科大学附属医院が， いよいよ， 内外科

についてオ ー ブンした。 研究， 教育の関係で， 入院息者の主体は施療におかれた。 一般外来
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は毎日午前 9 時半から10時半まで， 施療外来は月水金の午後 1 時から 2 時までが診察時間だ

った。

同じころ開会されていた京都府会では， 療病院・医学校の将来が問題になっていた。これ

よりさき， 府当局は， ひきぬかれた医学士教諭の補充を関係各方面に打診していたが， 早急

生徒の新規募集をとりやめ， 在校生の卒業とともに廃校にし

て， 療病院のみを存続する決意をかためた。府参事会員（且裔門羹品存げ滋）は局面打開のため

なお， 療病院・医学校の嘱託たる猪子， 笠原両医科大学教授に， 何と

な実現は困難だった。一時は，

に奔走した。そして，

か医学校を存続させる方法はないものかと相談した。その結果， 療病院・医学校の学用患者

数を大はばに増加するなら，

のような交渉を基礎にして，

医科大学からいくらも手伝いにいくとの約束をとりつけた。

とりあえず， 俸給減額， 諸手当増額 （猪子，

こ

笠原嘱託に高給を

支払うため） で， 全体の規模としては前年度を若干上まわる， 1900年（明治33年）度療病院・

医学校予算が府会に提出された。府会が参事会員の努力に感謝したことはいうまでもない。

けれども， 療病院・医学校の前途は多難だった。 どのような形で維持されるにせよ， 独立

採算は至上命令である。息者がどのていど医科大学附属医院にとられるか， 年があけて半年

ぐらい経たなければ， 見当もつかない。あれやこれやで財政的基盤をあきらかにするため，

京都府立療病院資金管理方法をさだめることぐらいしかできなかった。

入院は府立， 外来は京大

1900年（明治33年） 5 月，

ことが現実になった。加門校長（解剖学）

が京都帝国大学医科大学助教授に転出し

た。

おそれていた

「医学校長が助教授に」の さわぎど

ころでない。医学士教諭は島村， 高山の

2 人になってしまった。 事態の収拾はあ

げて島村校長兼教諭にまかされることに

なった。

さしあたりの医学士教諭の補充として，

かつて療病院医学校の一等教諭で， 市内

で開業していた新宮涼亭が， 6 月， 内科

学および診断学の医学士教諭に任用され

た。ところが， 医学士とはいっても， は
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るかむかしの帝国大学以前の東京大学卒業生である。 学識も時代おくれだったし， 生徒との

対応もうまくいかなかった。 わずかのあいだに登校しなくなってしまった（形式的には10月

まで在職）。

島村校長は医学士教諭さがしに懸命になった。 さいわいにも， 京都市立日吉病院長工藤外

三郎が医学士だった。 9 月に教諭兼内科部長として着任してもらうことができた。 3 人の医

学士教諭が確保され， 制度上の問題はなくなった。 同時に猪子院長の嘱託をとき， 高山教諭

（産婦人科）が療病院長兼務になった。 療病院の学用患者を大はばに増加して， 京大から手伝

いにいくとの猪子構想は， ある意味で医学校を京大の分校にすることだった。 たびかさなる

京大からの誘いをもしりぞけ， 療病院・医学校にふみとどまった島村校長にしてみれば， ぁ

くまで， 独立の医学校としての再建をはかりたかったのであろう。

しかし， 制度上の問題は解決しても， 療病院・医学校の事実上の存続が可能かどうかは，

あげて， 療病院収入如何によって左右される。 実際問題として， 京都帝国大学医科 大学附属

医院に患者をとられてしまえば， 手も足もでない。 この点は， はたして， どうだったのだろ

うか。

多かれ少かれ影孵のあったことはまちがいない。 1900年（明治33年）度予算は， 当初， 黒字

をみこみ， 資金くりこみ分を計上していたが， 実際はそうはいかなかった。 はやくも5月に

は， 期待していた収入のあがりそうにないのがわかり， 府参事会決談の形で， 資金からのく

りいれで赤字を補う更正予算がきまった。 さらに11月および翌1901年（明治34年） 2月， 資金

からのくりいれを増加する追加予算が， 同じく府参事会決議の形できめられた。 ところが，

おどろくなかれ， さいごの決算になると， わずかながら黒字で， 逆に資金くりこみが可能に

なった。

このような結果になったのは， 外来患者が2割も減少したかわりに， 1, 2等病室の入院患

者が逆に増加したからだった。 理由は簡単明瞭である。 京大病院は有名な先生が多いとの理

由で， 外来患者はわんさとおしかける。 しかし， いざ入院すると， そこはお上の御威光であ

る。 身分と階級にかかわりなく， 研究と教育の材料に供ざれる。 それがいやなひとたちは，

どうでも療病院に入院せざるを得ない。 京大の外来がふえればふえるほど， 療病院の入院息

者がふえる勘定になる。 そのほか， 京大からの紹介による入院もあった。 療病院としては，

外来中心の従来のいきかたをあらため， 入院に重点をおけば， 十分にやっていけることがあ

きらかになった。

1901年（明治34年）度療病院・医学校予算の作製にあたり， 当局者は 1, 2 等病室増築の将来

計画を示すとともに， 入院料をのきなみにひきあげた。 1 等病室は 1 日 2 円で， 京大の 1 円

80銭よりたかかったが， 十分やっていけるとの見とおしだった。 入院中心に切りかえて大丈
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夫かとの府会での質問にたいして， 当局者は， 現在でも満室で入院を断わらなければならな

い状態にあり， 大学病院をたよりに， 患者が京都にあつまる傾向がつづけば， すこしも心配

はいらないと答弁した。

もっとも， 入院料ひきあげは， かならずしも療病院医学校がいちだんと営利主義の度合を

ふかめたことにはならない。 このことは， 他方で， 学用息者数の増加を可能にする。 事実，

1901年（明治34年）度予算では， 前年の倍近い学用入院息者を見込んでいた。

ただし， 療病院では， 別表からもわかるように， 京大では考えられもしないサ ー ビスをお

こなっていた。 往診がそれである。 交通不便な時代に， 部長でさえ， 日帰りできないところ

に往診しなければならなかった。 往診してもらえる側は大助かりだったろうが， 往診にでか

ける側にすれば， たいへんな重労働だった。 療病院・医学校の特別経済は， 島村校長以下職

員一同のなみなみならぬオ ー バ ー ワ ー クによって， 維持されたことになる。

もっとも， 往診が実際にどのていどおこなわれたかは， 1901年（明治34年）度予算からはわ

からない。 部長往診， 医員往診の総額しかでてないので， 行先によって往診料がちがう以上，

往診回数の算定はできない。 前年度についても同じである。 ところが， そのまえの 1899年

（明治 32年）度予算では， 年間往診予定回数がはっきり計上されている。 部長の市内往診 356

回， 郡部往診18回， 管外往診 5 回， 医員の市内往診170回， 郡部往診10回， 管外往診3回で

ある。 患者の要望をもとにすればあたりまえかもしれないが， 医員よりも， むしろ， 部長に

往診の負担がかかっていた。

1899年（明治 32年）といえば， 療病院・医学校にとっては悪夢の年だった。 存立か廃校かの

瀬戸ぎわにたたされた。 しかし， 京都帝国大学医科大学に転出した医学士教諭にすれば， 転

出は同時に往診義務からの解放で

もあった。 こうした状勢でありな

がら， あえて苦労の多い療病院・

医学校にとどまり， その再建に全

力をあげた島村校長にたいして，

京都府立医科大学関係者は， いか

に感謝するとも感謝したりないで

あろう。 たとえ， 予算書に往診予

定回数が明記されなくなり， 事実

上， 往診負担が軽減されつつあっ

たにしても。

京都府立療病院診察料其他（明治34年 4 月 1 日）

1. 診察料 2 カ月間 30銭

2. 往診料 部長 医員

市内 1 回 5円 2円

郡部 (2 里未満） 1 回 5円 2円

以上 1 里ごとの追加金 2円 1円

管外 (4 里未満） 1 回 15円 5円

以上 1 里ごとの追加金 3円 1円50銭

滞在日当 1 日 3円 2円

3. 入院料 (1 日）

普通病室 1 等 2円 2 等甲 1円50銭 2 等乙1円30銭

3 等80銭 4 等50銭

精神病室 甲 1 円20銭 乙70銭

伝染病室 80銭

（後略）
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いずれにしても， 療病院・医学校の苦境は， 府の当局者に， あらためて， 従前どおりの方

針ではやっていけないことを認識ざせる契機になった。 問題の往診料にしても， 予箕密に計

上される総額は急激に減少していった。 1900年（明治33年）度予箕では 636 円だった部長往診

収入は， 1902年（明治35年）度には25円しか見込まれなくなった。 同じ期間に， 医員往診収入

も， 予箕面では， 264円40銭から 9 円に低下した。 万止むを得ないときをのぞき， 往診廃止

の原則がたてられつつあったのだろう。

もちろん， 島村校長は， 1901年（明治34年）になってからも， 医学士教諭の増加をはかった

が， この方は， 思うようにいかなかった。 5月に永井徳寿（生理学）を迎えるにとどまった。

ただし， このころともなれば， 旗病院・医学校の卒業生のなかから， 事実上医学士教諭にお

とらない人材が育ちつつあった。 第18回卒業生 (1895 ·明28) の角田隆も， そのひとりだった。

僚病院・医学校派述委託生となり， 束京の帝国大学で 2 年の修業を終えたのち， 1898年 （明

治31年） から助教諭（病理学）として勤務していた。 島村校長は， そうしたひとたちをも教諭

に登用していった。

1901年（明治34年）末の京都府立医学校（この年から府立が正式名称）における教諭陣容と担

当学科は表にまとめたとおりである。 京大にひきぬかれた低手が回復してないせいか， 島村

校長が専門外の内科をも担当しているのは興味ぶかい。 島村校長に位階勲等がないのは， 国

立機関にいちども勤務したこ

京都府立医学校教諭（明治34年末）

内科理論及実験
精神病学

婦人科
産 科.、理論及実験

内科理論及実験

生理学

薬物学
医用化学及実験

解剖学
組椴学理論及実験

外科理論

外科理論及実験

内科理論及実験

眼科理論及実験

医学士

正7位医学士

医学士

従6位医学士

陸軍1等薬剤官製薬士正7位勲6等

医学得業士

法医学・電気療法・神経診断学

一般病理学及病理解剖学

島村俊 一

商山尚平

工藤外三郎

永井徳寿

町田 伸

赤座寿恵吉

江馬章太郎

松山為雄

浅木直之助

融 礼次郎

朝井元章

角田 隆

とがないせいである。 帝国大

学の教授または助教授になれ

ば， もちろん位階勲等がつい

た。 子供だましのようなもの

にしても， 世間では位階勲等

のありがたがられた時代であ

る。 折角のチャ‘ノスを逸して

あえて留任した島村校長の人

格のほどを， こうした面から

も再認識すべきだろう。 なお，

11名の教諭のほかに， 専任の

教員としては， 8名の助教諭
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がおかれていた。 京大からは， 笠原， 加門の両元教諭と松岡道治が嘱託諧師として教えにき

てし、た。

京大にくらべれば問題にならない， この役弱なスクッ フで， 療病院・医学校は頑張りに頑

張りぬいた。 別掲の京都市役所の患者統計をみてもわかる。 入院と外来を区別してないので，

内容にまで立入ることはできないが， 京大病院と僚病院とで診療をうけた患者延人員には，

たいしたちがいはない。 京大の141,628人にたいして， 旅病院は129,969人だった。 両者のひ

らきは 1 割にも達しない。 それに， 2 つの病院以外の患者延人員はぐんとすくなくなる。 京

大病院と療病院は， 文字どおり， 京都の診療を二分していたともいえる。

こうした療病院・医学校の健闘ぶりにこたえてか， 1901年（明治34年）12月， 京都府知事は，

「京都府立療病院医学校職員外国留学戟立金管理方法」を府会に提案した。 従来は， 療病院

・医学校の収入に余分があれば， すべて資金にくりこまれていたのを， 年間3千円までは低

先的に職員外国留学租立金にまわし， 資金にはいるのは 3 千円を越す分にかぎられた。 3 千

円の根拠は， 当時， 2年間の文部省留学生が6千円もらっていたことからくる。 療病院・医

学校の職員のなかから， 2年にひとりの留学生の面倒をみようというのである。 府会はあっ

さり承認した。

外国留学を制度化しようとしたねらいは， わざわざ説明するまでもない。 自費留学をさせ

たり， 自喪留学中を退職させたりでは， 優秀な人材のいつかないことは， もはや， だれの眼

にもあきらかになっていた。 府会で理事者はそのことを明言したばかりか， 病院収入はあげ

て医師の手腕にあるとして， 1902年（明治35年）度には， 高給の医学士教諭 2 名を招へいする

予定だと述べた。 まさに， 雨降って， 地かたまるの結果だった （実際の公喪海外留学は専門

学校になってから）。

もし， かりに， 京都帝国大学医科

大学が大阪に設置されていたとすれ

ば， どうだろう。 大阪にも医学校は

存在していた。 京都の療病院・医学

校からのひきぬきは， おそらく， た

いしたことでなかったにちがし ヽない。

とすると， 療病院・医学校の教論兼

部長は， あいかわらず往診に追いま

わされ， 公費の海外留学など， 完全

な夢物語だったであろう。 猪子前校

長らは， 退職後も， 療病院医学校に

患者統計（入院・外来の合計）

(1901く明34年＞ 1 月～12月）

京都市役所調査

病院名 治療種別 患者数

官立医科大学病院 全科 141,628 

公 立療病 院 全科 129,969 

私立同志社病院 全科 12,913 

私立木村病院 全科 8,100 

私立佐伯病院 全科 7,232 

私立 山本病院 全科 6,865 

私立東山病院 全科 5,509 

公立八阪病院 梅毒科 2,766 

私立山田分病院 全科 2,330 

私立大矢病院 全科 2,051 
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大きな恩恵を与えたことになりかねない。これをしも歴史の皮肉というのであろうか。

前途にほのかな光が

それにしても，ひとしく地方税外特別経済の対象にしても，大阪と京都とではかなり条件

を異にしていた。はやくも1892年（明治25年），大阪府会は医学校喪追加案として4,342円の

支出を可決していた。おもてむきは病院費の名目を使用してである。1896年（明治29 年）には，

府会で公喪による医学校教諭の海外留学がみとめられ，今居真吉，佐多愛彦の両名がえらば

れた。京都では，退職してまでドイツに自費留学した笠原光興が帰国して，ふたたび教諭に

なった年にあたる。大阪府と京都府の財政規模のちがいを言い立てれば，それでおしまいか

もしれない。しかし，鴨川をはさんで京都帝国大学医科大学と直接に競争していかなければ

ならなかった，京都府立療病院・医学校首脳部の労苦を知るためには，大阪との格差は見逃

すことのできない事実のひとつであろう。

京都府当局は，190 1年（明治34 年）の府会で，翌年度からの医学士教諭2 名増員を言明して

いたが，1902年（明治3 5年）にはいると，島村校長は府当局もおどろくほどの活躍ぶりを示し

た。医学士教諭といっても，むかしのように，帝国大学卒業生をいきなりひっぱってくれば

よいのではない。医学士となった後，何年かの経験をつんだひとでなければならない。島村

校長はよくこの要望 にこたえた。まず4 月には，元公立大津病院長で，前年にドイツヘの自

費留学から帰朝して，市内で開業していた望月惇ーをまねき，内科に医学士教諭2人をそろ

えるのに成功した。翌 5月，眼科の融礼次郎教諭が退職するや，その後任に，仙台医学専門

医学 校医学士教諭

年 代 1解 剖学1生 理 学I 内 科 学 1外科 学 1眼科 学1産婦人科学1精神神経科学
1882（明15) 新宮涼亭・斎藤仙蔵 猪子止文之助
1883（明16) 斎 藤 仙 蔵 ＂ 浅山郁次郎
1887（明20) ＂ ＂ ＂ 足立健三郎
1888（明21) 佐藤 廉 ＂ // ＂ 

1891（明24) 加門桂太郎 宮入脱之助 笠 原 光胆 // ＂ ＂ 

1894（明27) ＂ 富永兼棠 平井諫太郎 ＂ // 欠 島村俊 一

1895（明28) ＂ ＂ ＂ ＂ ＂ 高山尚平 ＂ 

1896（明29) ＂ ＂ 笠原光興•平井敏太郎 ＂ ＂ ＂ ＂ 

1897（明30) ＂ 欠 ＂ ＂ // ＂ ＂ I/ 

1899（明32) ＂ 欠 欠 欠 欠 I/ ＂ 

1900（明33) 欠 欠 工藤外三郎 欠 欠 ＂ ＂ 

1901（明34) 欠 永井徳寿 ＂ 欠 欠 ＂ // 

1902（明35) 欠 ＂ 望月惇ー・工藤外三郎 池田廉一郎 伊藤元春 ＂ ＂ 

1907（明36) 欠 ＂ ＂ ＂ ＂ ＂ 秋元隆次郎 I/ 

（基準は年末在職）
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学校（もと第 2 高等中学校医学部，1901年・明治34年改称）から医学士伊藤元春を招へいした。

さらに， 7月には，私立熊本医学校から医学土池田廉一郎を呼びよせることができた。池田

教諭は外科が専門で，猪子前校長退職後弱体だった外科がはじめて強力になった。府当局の

計画を上まわる， 3名の医学士教諭をあらたに確保した，島村の行政手腕には，なみなみな

らぬものがあった。

こうして， 1903年（明治36年） 1 月には，療病院の外来診療は，別掲のようなすがたでおこ

なわれるようなになった。7臨床部長のうち， 6人までが医学士だった。ほかに，医学士教

諭としては，生理学の永井徳寿がいた。医学士の肩書きがかならずしも万能でなくなりつつ

あったことを考えると，島村校長は，猪子校長時代の療病院・医学校全盛期に近い状態を再

現したことになる。全盛期との形式的差異は，解剖学に医学士教諭がいなくなったことくら

いだった。鴨川をへだてて，国費による京都帝国大学医科大学附属医院と対峙しながらのこ

とである。京都府の理解がまえより深くなったにしても，よくもここまできたといわざるを

得ない。

ただし，陣営の整備にもかかわらず，療病院の収入は， もうひとつというところだった。

あたらしい医学士教諭の手腕が世間に知れわたるには，年月を要するとの事情があったかも

しれない。けれども，予算どおりの収入をあげることのできなかった最大の原因は，1900年

（明治33年）から1901年 （明治34年）にかけての経済恐慌だった。推計によると， 日本全体の

療病院外来診察（明36.1)

同 同 同 同新l日新旧新
旧
患 息患患息

毎 火 同 同毎火月
こ

月火
木 木 水木

日 土 日土 金土

耳匹科
部
長

皮 産婦人
科

部

精神科
部
長

神経 科
部
長
眼 科

外

部
長

科第二内

部

i 
部

長 長 長

学医 学医 学医 学医 学医
士 士 士士 士 士

江 高 島 伊池 工

章馬太 山 村 藤＿廉田 藤外 月
尚 俊 尤ー ：：：：

郎 平 一 春郎 郎 � 

療病院・ 医
学校予算ならびに決算

年 度 I 収 入 支 出

悶
115,417 115,432 

1899 （明32)
116,536 115,433 

孟
112,491 139,160 

1900 （明33)
132,243 130,314 

工
120,159 119,053 

1901 （明34)
109,992 96,174 

予 108,227 119,562 
1902 （明35) 決 107,875 107,409 

棗
108,025 104,178 

1903 （明36)
103,112 92,703 

（円以下切りすて）
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money supply （通貨総供給高）は， 1900年の 2 億 5 千 9 百万円から， 翌年および翌々年度

には 2 億 3 千7百万円におちこみ， 1903年（明治36年）度になっても， 2 億 3 千 9 百万円にし

か回復しなかった（推計の都合上， 預金をふくまない現金通貨のみ）。

こうなると， 従来なら特等に入院していた階陪は 1 等に， 1 等の階暦は 2 等に， 2 等の階

恩は 3 等に入院し， 3 等の階聞であれば， 入院そのものをあきらめてしまう。 入院中心の体

制に移行しただけに関係者がいくら努力しても， 目標達成はむつかしくなる。 ただし， 資

金くりいれの赤字予算をくんだ1902年（明治35年）度の場合にしても， 決算では収入が支出を

超過する。 京都帝国大学ができてからも， 決算が赤字で資金をとりくずして， くりいれなけ

ればならなかった年度はひとつもない。 景気と不景気の周期的な循環は資本主義につきもの

だった。 景気が上むけばよりいっそうの収入増が期待できる。 療病院・医学校は， すでにく

らやみの時代をぬけだしたといえよう。

療病院・医学校の存在理由

根病院·医学校がまがりなりにも危機を乗り切れたのは， 療病院・医学校側の努力ばかり

でなく， 京大側の事情も大きく作用した。 京大病院は， はじめの旗あげどおり， できるだけ

研究と教育に役立つ診療を， との方針をとった。

したがって， 大学が夏休みにはいると， ふだんどおりの診療をつづけたりはしなかった。

1902年（明治35年）の場合であれば， 8 月中は施療外来患者は一切うけつけなかった。 それど

ころか， 内， 外科は， 一般患者であっても， 新患は毎日20人しかうけつけなかった。 消化器

伝染病の多発する夏のあいだ， 教授たちはひたすら研究に打ち込んだり， 別荘に避暑にでか

けたりした。

しかも， 診療制限は夏休にかぎらなかった。 同じ年の 9 月11日， 平常どおりの診療に復し

たが， 毎日の外来息者（新患）の診療は， 内科， 外科， 眼科， 産婦人科それぞれ30人で， 私毀，

施療半数ずつだった。 入院息者については， 内科， 外科各80人， 眼科， 産婦人科各40名にす

ぎなかった。 さきにみたように， 京大病院と療病院の息者数に大差がないのは， ひとつには，

京大病院の診療制限も影評していた。

医育関係者のひとりとしてみれば， このような方針は， あながち責められるべきことでは

ない。 人間だれしも能力の限界がある。 かつての療病院・医学校のように， 部長が往診にま

で追いまわされるのでは， 研究・教育面はどうしてもおろそかになりやすい。 猪子前校長ら

の転出の根本的原因はここにあった。

けれども， 医育機関が， 親方日の丸をよりどころに， 診掠制限を強行することが， はたし
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て当を得たものであろうか。なるほど，時間的余裕もできて，個々の疾病にたいする個別的

研究はすすむかもしれない。ただ，医者の相手は疾病でなくて，患者である。診療制限は，

多かれ少かれ，それぞれの地域での疾病構造の把握を困難にする。患者でなくて疾病を対象

とする診療がまかりとおりやすい。

だからといって，療病院・医学校のいきかたがよいことにはならない。診療制限をしなか

ったのは，地方税外特別経済の枠のなかにおしこめられ，収入をあげないことには，どうに

もならないからだった。となると，診療の重点は，収入増に協力してくれる中流以上の階閣

におかれる。島村校長の努力のおかげで，・臨床部長に5人の医学士教諭がならんでみれば，

京大とのつながりはうすれる一方だった。療病院に多数の学用患者を収容して京大と提携す

るとの猪子構想は，完全にくずれ去っていた。1902年（明治35年）度の予算では，学用息者の

わくはわずかながら前年度を下まわっていた。

いずれにせよ，療病院・医学校は，もはや，京都府唯一の医育機関ではなくなった。京都

市内には， 2つの性格を異にする医育機関が併存することになった。性格がちがうからこそ，

併存が可能だったのだろうが。

それにしても，歴史が古いのであたりまえかもしれないが，療病院・医学校ほど厄介な出

来事があいついだ医育機関は，ほかにはないのであるまいか。創設以来， 3回も廃校さわぎ

に追いこまれた。第1の危機は創設当初における府会のたびかざなる医学校費全面否決だっ

た。第2は，中央政府による医学校整理の荒療治だった。第3が京都帝国大学成立にともな

う波紋だった。むしろ，これほどの危機を無事に乗り切った医育機関はほかにはない，と言

いかえるべきであろうか。

京都府医 学校卒業生

回 数l年 代 I 月 人 数 1 回 数 1 年 代 I 月 人 数
第 1 回 1884（明17) 3 12 第14回 1891（明24) ， 34 
第 2 回 1885(1118) 3 7 第15回 1892 (11 25) ， 44 
第 3 回 1886(1119) 2 ， 第16回 1893(,, 26) ， 35 
第 4 回 1886(1119) 6 14 第17回 1894(" 27) ， 39 
第 5 回 1886(1119) 10 6 第18回 1895(11 28) ， 44 
第 6 回 1887(,, 20) 2 12 第19回 1896(11 29) 10 47 
第 7 回 1887(11 20) ， ， 

第 8 回 1888(,, 21) 4 12 第20回 1897(11 30) ， 67 

第 9 回 1888(,, 21) ， 28 第21回 1898(// 31) 6 58 
第10回 1888(" 21) 11 6 第22回 1899(11 32) 6 59 
第11回 1889(,, 22) 6 29 第23回 1900(" 33) 6 76 
第12回 1890(11 23) 6 38 第24回 1901 (11 34) 6 72 
第13回 1890(,, 23) 12 28 第25回 1902(11 35) 6 48 
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療病院・医学校は，1884年（明治17年）の第 1 回卒業式以来， さいごの1902年（明治35年）に

いたるまで，合計25回，総数 833 名の卒業生をだした。卒業式のおこなわれた月や卒業生の

数は一定していないが，ともかく，毎年かならず何名かの卒業生がでた。卒業生の出身地は

京都府をはじめ，全国にまたがっていた。卒業生の活動範囲は海外にまでおよんだが，京都

の人材吸収能力のせいで，京都におちついたひともすくなくない。このことは，京都府下の

医師の内容をみてもわかる。

すでにふれたとおり，明治政府は漢方医の自然消滅策をとった。医学校が第1回の卒業生

をだした1884年（明治17年）ともなれば，医師になるには 3 つの方法しかなかった。帝国大学

（東京大学）医科大学を卒業するのが第1,乙種医学校などで勉強して，医術開業試験に合格

するのが第2,無試験開業の恩典のある医学校を卒業するのが第3の方法だった。いずれも

洋方医で，洋方医が漠方をもおこなうことは差支えなかったが，漠方医の新規開業はなくな

った。

にもかかわらず，全国的には，表にまとめた年代では，なお，漢方医の方が洋方医より優

勢だった。であるのに，京都府では， 1899年（明治32年）に，はやくも，わずかではあるが，

京都府・全国の洋方医・漢方医

洋 方 医
代

学 校卒業1合
漢 方 医

医 学 士 試験及第 計

1892 （明25)
京都府 10 162 179 351 654 

全 国 1,422 6,401 2,279 10,102 29,991 

1893 （明26)
京都府 8 177 180 365 641 

全 国 1,428 6,654 2,471 10,553 29,043 

1894 （明27)
京都府 10 169 208 387 608 

全 国 1,433 7,100 2,765 11,298 28,336 

1895 （明28) 京都府 10 186 222 418 588 

全 国 1,437 7,518 3,028 11,983 27,504 

1896 （明29)
京都府 10 181 271 462 579 

全 国 1,462 7,916 3,301 12,679 26,535 

1897 （明30) 京都府 10 197 287 494 568 

全 国 1,470 8,513 3,620 13,603 25,789 

1898 （明31) 京都府 12 195 310 517 556 

全 国 1,482 9,285 4,029 14,796 25,063 

1899 （明32) 京都府 13 207 339 559 530 

全 国 1,503 9,971 4,438 15,912 24,375 

1900 （明33)
京都府 14 234 369 617 518 

全 国 1,514 10,873 4,835 17,222 23,702 
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逆に， 洋方医が漢方医を上まわった。 この年は京都帝国大学医科大学が開学した年である。

療病院・医学校のながい歴史が， 洋方医の比率をおしあげたとしか考えようがない。

さらに， 問題なのは洋方医の中味である。 表にまとめた年代では， 全国的にみると， 洋方

医の主流は圧倒的に試験及第者だった。 京都府はそうでない。 1892年（明治25年）の時点で，

学校卒業者が試験及第者を上まわる（京都府でも前年度までは逆）。 京都府では， 学校卒業者

を前面におしたてて， ヨーロ・ゾパ医学の涵入がすすめられたことになる。 療病院・医学校が

京都に存在してなければ， このようなことはあり得ない。 京都府立医科大学， 京都府の関係

者は， 療病院・医学校の栄光と苦難の歴史を， いまいちどふり返ってみる必要があろう。

（鯖田 盟之）




